
                 主 催   ＮＰＯ大阪卓球協会

1 日 時 ２０２６年５月６日（水・祝）午前９時３０分

2 会 場 大東市立市民体育館 〒 574-0014　大東市寺川1-20-20

3 種 目 (1)男子団体戦　　　(2)女子団体戦

4 試 合 方 法 ① チームはクラブ単位とし、監督１名、コーチ１名、選手3～4名で編成する。

ただし、監督のみでコーチなしの編成も認める。

② 4シングルス・1ダブルス(3番にダブルス）の３点先取。

③ ＡＢＣかＸＹＺをトスで決め、3名か4名の選手で次のオーダー順序によって試合を行う。

1 2 3 4 5

３名の場合 ＡＢＣﾁｰﾑ Ａ Ｂ ＢＣ Ａ Ｃ
ＸＹＺﾁｰﾑ Ｘ Ｙ ＸＺ Ｙ Ｚ

1 2 3 4 5

４名の場合 ＡＢＣﾁｰﾑ Ａ Ｂ ＣＤ Ａ Ｃ
ＸＹＺﾁｰﾑ Ｘ Ｙ ＷＺ Ｙ Ｚ

④ 予選リーグ（3又は4チーム）と１位のチームによる決勝トーナメント又はリーグ戦を行う。

予選リーグは３ゲームマッチ、決勝トーナメントまたはリーグについては５ゲームマッチ

を予定しているが予選リーグ終了時間に伴って３ゲームマッチに変更する場合がある。

（会場の使用時間に制限があるため）

⑤ 参加数により試合方法を変更する場合がある。

5 競技ルール ① 現行の日本卓球ルールによる。但し、タイムアウト制は適用しない。

② 使用球は、JTTA公認ホワイトプラスチック球とする。

③ ゼッケンは2026年度（公財）日本卓球協会指定のものを着用すること。

④ 競技用のユニフォームは(公財)日本卓球協会の公認マークがついたものとし、競技用シャ

ツは明らかに異なった色のものを２着以上持参する事。

⑤ ラバーをラケット本体に貼る場合、揮発性有機溶剤を含んでいないものとしてJTTAが公

認した接着剤のみを使用すること。

⑥ 運営上、必要であれば２台進行とする。

⑦ 競技領域は、正規の広さより狭まる場合がある。

6 参 加 資 格 ① 参加者は2026年度（公財）日本卓球協会に登録した者であること。

② 選手は2014年（平成26年）4月2日以降生まれた者であること。

③ 登録の単位はクラブとし、同一クラブから複数のチームが出場できる。尚、クラブと他の

クラブの混成チームは認めない。

④ 1つのクラブの選手はすべてＮＰＯ法人大阪卓球協会の加盟登録者であること。

また、外国籍でも日本に居住していればクラブに所属できるものとする。

⑤ 監督およびコーチはそのチームにおいて（公財）日本卓球協会に役職者登録されている者

で責任のもてる者であること。

⑥ 予選会で敗れたチームのメンバーになっていた選手が、同一クラブのチームが代表になっ

たからといって、その選手を代表チームメンバーと変更することはできない。

7 代 表 数 (1)全国ホープス大会代表　　　　男女各１チーム

(2)西日本ブロック大会代表　　　全国ホープス大会代表チームを除く次位の

　　　　　　　　　　　　　　 　チーム男女各２チーム

8 参 加 料 １チームにつき　４,０００円（傷害保険料を含む）

ロートカップ・第44回 全 国 ホ ー プ ス 卓 球 大 会 大阪府予選会兼
第40回全国ホープス西日本ブロック卓球大会大阪府予選会実施要項



9 申 込 方 法 申込書に記入の上、次の場所へ郵送・ＦＡＸまたは持参し、参加料は送金（手数料申込者負担）

または持参して下さい。振込時、通信欄にチーム名・大会申込内容・申込責任者連絡先

・電話番号を必ず記入して下さい。

　　　※申込書送付先　〒556-0011　大阪市浪速区難波中3-4-36

　　　　　　　　　　　エディオンアリーナ大阪（大阪府立体育会館）内

　　　　　　　　　　　　ＮＰＯ法人大阪卓球協会

　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 06-6636-0801　FAX06-6636-0802

①郵便振込 口座番号［００９９０－８－８４６１９］
加入者名［ＮＰＯ法人大阪卓球協会］

②銀行振込 ゆうちょ銀行（９９００）　店番【０９９】
店名【０９９】　当座【００８４６１９】 

10 申 込 締 切 2026年4月17日(金)　必着

11 そ の 他 ① 全国ホープスは、2026年8月10日(月)～12日(水) 東京都の東京体育館で開催。

② 西日本ブロック大会は、2026年8月22日(土)～23日(日) 京都府・島津アリーナ京都で開催。

【重要予告】

※(2028年)第４６回全国ホープス卓球大会からの変更について
参加資格に下記内容が追加されます

【監督・コーチは、スタートコーチ（「競技別」(卓球)」・「ジュニア・ユース」・「教員免許保持者」）
　・コーチ１・２・３・４のいずれかの指導者資格および公認審判員以上の審判員資格を取得している者に
　限る。】

上記の(有効な)指導者資格をお持ちでない方は、本年度取得講習会の受講をおすすめします。

指導者講習会は開催が限られています。詳細は日本スポーツ協会のホームページ等でご確認ください。
公認審判員資格は、合格後数か月で資格成立します。

（合格してから資格保持成立するまでに１年近くのタイムラグがあるため）


